
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 149 号 

平成 26 年 7 月 25 日 

発行：更木町振興協議会 

更木地区交流センター 

電話/fax：66-2569 

saraki-kc@chime.ocn.ne.jp 
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町内の動き 
   （対前月比） 

人 口：1,247 人 －3 

男 ：591 人  ＋2 

女 ：656 人  ―5 

世帯数：455 世帯 －2 

 

 
更木しらゆり公園の花が咲きました。 
 

 今年も更木しらゆり公園の花がきれいに咲きました。 

昨年の１１月に植えた１００本のヤマユリは、今満開です。 

夏の訪れを告げるユリの甘い香りが公園いっぱいに広がり、 

風に揺れる白い百合はけなげで風情を感じます。 

カサブランカも、間もなく咲きますので、更木 

しらゆり公園は今月いっぱい楽しめそうです。 

  

 
 
 

更木町振興協議会では、お盆に合わせて「更木産直市」を開催いたします。 

４年目となる今回は、『餅まき大会』をおこないます。 

更木桑茶を練りこんだ桑冷麺が食べられますよ！ 

みなさん、ぜひご来場ください！ 

 

 

 

8 月 11 日（月）  
時 間：午前 9 時～ 

午後２時 

場 所：農事組合法人さらき  

駐車場 

（旧北上市農協更木支所跡地） 

主  催：更木町振興協議会  

問い合わせ先：☎66-2569 

 

『更木産直市』開催！ 

 
 

新鮮な野菜やこだわりの加工品を販売します。 
 

午前１０時よりもちまき大会を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

ともしび号巡回日程   

８月８日(金) 

９月 24日(水) 

11月 19日(水) 

 

八天の里 

 

9：10 ～ 9：40 

８月 12日(火) 

10月７日(火) 

11月 21日(金) 

更木小学校 

更木地区 

交流センター 

13：00 ～ 13：50 
 
13：55 ～ 14：25 

去る６月 11 日(水)八天福寿草さんでちぎり絵

を行いました。みなさん、 

最初は緊張気味でしたが 

講師の菊池先生の指導で、 

きれいな「テッセン」が 

出来上がりました。 

文化祭に展示するのが楽しみです♪ 

⁑当国三十三観音参り⁑ 

 

今年で３年目となる三十三観音参りは、去る７月

８日に 27名の参加で行ってきました。    

当日は晴天に恵まれ、盛岡、紫波方面１１ヶ所を

お参りしました。バスの中では永昌寺副住職 海野

義範氏の案内やお話を聞きいたり、御詠歌を歌いな

がら移動し、３年間に亘る、観音参り事業を終了し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様に 「神仏のご加護がありますように」  

８月の主な行事予定 

1 日(金) 午前 10 時 科学に親しむ教室 

3 日(日) 午前 6 時 ロードレース大会 

6 日(水) 午後 7 時  

更木八天縄文まつり実行委員会 

9 日(土) 午前 5 時～11 時 

          胃ガン・大腸ガン検診 

11 日(月) 午前 9 時  更木産直市 

15 日(金) 午前 8 時 区対抗野球大会 

15 日(金) 午前 8 時 30 分  

区対抗ソフトテニス大会 

20 日(水) 午後 7 時 更木地区敬老会実行委員会 

21 日(木) 午後 7 時 第２回女性の会定例会 

22 日(金) 午前 9 時 ひよっこクラブ 

24 日(日) 午前 10 時 第２回しらゆり塾 

30 日(土) 午前 9 時 区対抗グラウンドゴルフ大会  

31 日(日) 午前 6 時 更木地区自主防災訓練 

“平和への祈りと願いを音に”  

 

 

 

地域のお寺や教会の鐘(かね、ベル)を鳴らそうと

いう呼びかけです。私たち一人ひとりが心の中に持

つ“平和への祈りと願い”を音によって表現し、地

域の賛同者の“和と輪”を広げていこうという運動

です。家族や友達を誘ってご参加ください。 

 

日 時 ８月 15 日（金）正午 

場 所 永昌寺 

参加者 町民、小中高生 

     

 

夏の交通事故防止県民運動が実施される 
 

夏の交通事故防止県民運動が８月１日(金)～８月

10日(日)までの 10日間行われます。 

夏場を迎え、暑さや長距離運転による過労に起因

する重大事故の発生や、夏休みによる解放感で交通

安全行動の低下が懸念されることから、交通ルール

の遵守と交通マナーの実践により、交通事故防止の

徹底を図るため、「ゆずりあい そのやさしさも 

おもてなし」をスローガンに運動が展開されます。 

<運動の重点> 

１ 暑さなどによる過労運転の防止 

２ 夏休み中の子どもの交通事故防止 

３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底 

４ 飲酒運転の根絶 

ふ れ あ い デ イ サ ー ビ ス の 紹 介


